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申
告
書
用
紙

②
印
鑑

③
所
得
の
内
訳
が
分
か
る
資
料

　

▽
給
与
や
年
金
収
入
の
あ
る
人

　
　

は
、
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票

　
　

ま
た
は
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴

　
　

収
票

　

▽
個
人
年
金
等
を
受
け
取
っ
て
い

　
　

る
人
は
、
そ
の
支
払
調
書

　

▽
生
命
保
険
や
損
害
保
険
を
受
け

　
　

取
っ
た
人
は
、
そ
の
支
払
調
書

　

▽
農
業
、
営
業
、
不
動
産
等
の
収

　
　

入
の
あ
る
人
は
、
所
得
計
算
に

　
　

必
要
な
資
料
（
申
告
書
用
紙
と

①
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
町
内

20

　

に
住
所
を
有
し
昨
年
１
年
間
に
収

　

入
が
あ
っ
た
人

②
町
内
に
事
務
所
や
事
業
所
、
家
屋

　

敷
が
あ
る
人
で
町
内
に
住
所
が
な

　

い
人

③
給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の
所
得

　

が　

万
円
以
下
の
人

20

④
昨
年
１
年
間
に
収
入
が
な
か
っ
た

　

人
で
、
次
に
該
当
す
る
人

　

▽
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助

　
　

を
受
け
て
い
る
人

　
　

併
せ
て
郵
送
さ
れ
る
「
所
得
申

　
　

告
書
作
成
に
つ
い
て
」
を
ご
参

　
　

照
く
だ
さ
い
）

④
所
得
控
除
の
内
訳
が
分
か
る
資
料

　

▽
国
民
健
康
保
険
税
等
の
領
収

　
　

書
、
農
業
者
年
金
・
介
護
保
険

　
　

料
な
ど
の
支
払
い
を
証
明
す
る

　
　

も
の
、
社
会
保
険
料
（
国
民
年

　
　

金
保
険
料
）
控
除
証
明
書

　

▽
生
命
保
険
、
個
人
年
金
お
よ
び

　
　

地
震
保
険
、
旧
長
期
損
害
保
険

　
　

な
ど
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、

　
　

そ
の
保
険
料
の
控
除
証
明
書

　

▽
学
生
を
扶
養
し
て
い
る
人
は
、

　
　

在
学
証
明
書
ま
た
は
生
徒
手
帳

　

▽
障
害
者
控
除
を
受
け
る
人
は
、

　
　

障
害
者
手
帳
等

　

▽
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
は
、

　
　

治
療
費
等
の
領
収
書
（
医
療
費

　
　

の
合
計
額
を
あ
ら
か
じ
め
計
算

　
　

し
て
き
て
く
だ
さ
い
）
と
補
て

　
　

ん
金
の
額
が
分
か
る
文
書

　

▽
寄
付
金
控
除
を
受
け
る
人
は
、

　
　

そ
の
証
明
書

※
印
鑑
と
申
告
者
本
人
の
預
金
口
座

　

番
号
の
控
え
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※
農
業
所
得
の
簡
易
計
算
は
、
平
成

　
　

年
分
か
ら
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

19

　

必
ず
ご
自
身
で
収
支
計
算
に
よ
る

　

記
帳
を
行
っ
て
か
ら
申
告
会
場
へ

　

お
越
し
く
だ
さ
い
。
記
帳
さ
れ
て

　

い
な
い
場
合
は
、
記
帳
を
済
ま
せ

　

て
か
ら
再
度
お
越
し
い
た
だ
き
ま

　

す
。
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平
成　

年
２
月　

日
（
木
）
か
ら

20

14

３
月　

日
（
月
）
ま
で
で
す
。

17

　

会
場
な
ど
お
間
違
い
の
な
い
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
用
紙
は
前
年
申
告
し
た
人

　

に
郵
送
さ
れ
ま
す
。
郵
送
さ
れ
な

　

い
人
で
も
、
左
記
の
申
告
事
由
が

　

あ
る
人
は
申
告
が
必
要
で
す
。
税

　

務
課
に
備
え
て
あ
る
用
紙
で
申
告

　

し
て
く
だ
さ
い
。

　

▽
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

　
　

る
人
（
申
告
が
な
い
と
軽
減
を

　
　

受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま

　
　

す
）

　

▽
所
得
証
明
の
必
要
な
人

　

▽
乳
幼
児
等
の
医
療
費
助
成
を
受

　
　

け
よ
う
と
す
る
人
（
申
告
が
な

　
　

い
と
助
成
を
受
け
ら
れ
な
い
場

　
　

合
が
あ
り
ま
す
）

※
申
告
は
国
民
健
康
保
険
税
や
介
護

　

保
険
料
の
算
定
資
料
と
な
り
ま

　

す
。
な
お
確
定
申
告
書
を
提
出
し

　

た
人
は
、
町
県
民
税
の
申
告
は
必

　

要
あ
り
ま
せ
ん
。

3 �� ������

や
延
滞
税
も
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
り
ま
す
。
自
分
の
所
得
の
状
況

を
最
も
よ
く
知
っ
て
い
る
の
は
、
納

税
者
の
皆
さ
ん
ご
自
身
で
す
。
期
限

内
に
正
し
い
申
告
と
納
税
を
し
ま

し
ょ
う
。

※
定
率
減
税
は　

年
分
を
も
っ
て
廃

18

　

止
さ
れ
ま
し
た
。
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サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
も
、
次
の
よ
う

　

平
成　

年
分
の
所
得
税
の
確
定
申

19

告
は
、
３
月　

日
（
月
）
ま
で
で
す
。

17

　

期
限
間
近
に
な
る
と
税
務
署
は
大

変
混
雑
し
、
長
時
間
待
つ
よ
う
な
こ

と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
申
告
書
は

自
分
で
書
い
て
、
で
き
る
だ
け
早
め

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
出

来
上
が
っ
た
申
告
書
は
郵
送
で
も
提

出
で
き
ま
す
。

　

期
限
ま
で
に
申
告
を
し
な
か
っ
た

り
、誤
っ
た
申
告
を
し
た
り
す
る
と
、

本
来
の
税
金
だ
け
で
な
く
、
加
算
税

な
人
は
確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

①
給
与
の
年
収
が
２
０
０
０
万
円
を

　

超
え
る
人

②
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所

　

得
金
額
が　

万
円
を
超
え
る
人

20

　
（　

万
円
以
下
の
人
は
町
県
民
税

20

　

の
申
告
に
な
り
ま
す
）

③
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
も
ら
っ

　

て
い
る
人
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確
定
申
告
を
す
る
義
務
の
な
い
人

で
も
、
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
確
定

申
告
を
す
る
と
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所

得
税
が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

①
マ
イ
ホ
ー
ム
を
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど

　

で
取
得
し
た
場
合

②
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
場
合

③
災
害
や
盗
難
に
あ
っ
た
場
合

④
年
の
途
中
で
退
職
し
、
再
就
職
し

　

て
い
な
い
場
合

⑤
退
職
金
に
対
し
て
所
得
税
が
源
泉

　

徴
収
さ
れ
て
い
る
場
合

　

土
地
や
建
物
を
売
っ
た
と
き
の
譲

渡
所
得
に
対
す
る
税
金
は
、
分
離
課

税
と
い
っ
て
他
の
所
得
と
区
分
し
て

計
算
し
ま
す
。
ま
た
、
国
な
ど
の
公

共
事
業
に
対
し
て
売
っ
た
と
き
に

は
、
税
金
が
か
か
ら
な
い
場
合
で
も

申
告
が
必
要
で
す
。
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　今年から、一関税務署管内においても全国と同じ
く、農業所得について他の事業所得と同様、実際の
収入金額から実際の必要経費を差し引く収支計算に
よる計算書を、申告者ご自身で作成していただくこ
とになりました。
　申告相談では、相談者の待ち時間の短縮を図るた
め、事業所得（営業、農業）、不動産所得について

領収書等の集計が行われていない場合、集計終了後
の受け付けとなりますので、必ず事前に集計を行っ
てから相談会場においでください。
　また集計等に関する相談を申告期間中（２月18日
～３月17日の間で土・日曜日を除く）、申告相談会場
と別室に「収支内訳書作成指導会場」を設けますの
でご利用ください。
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３区コミュニティセンター　　　３区　２月14日（木）
４区ふれあいセンター　４ ･５区　　　15日（金）
役場２階会議室　　　１区　　　18日（月）

〃　　　２区　　　19日（火）
〃　　　６区　　　20日（水）
〃　　　７区　　　21日（木）
〃　　　８区　　　22日（金）
〃　　　９区　　　25日（月）
〃　　　10区　　　26日（火）
〃　　　11区　　　27日（水）
〃　　　12区　　　28日（木）
〃　　　13区　　　29日（金）
〃　　全地区　３月３日（月）

学習センター　　　14区　　　４日（火）
〃　　　15区　　　５日（水）
〃　　　16区　　　６日（木）
〃　　　17区　　　７日（金）
〃　　　18区　　　10日（月）
〃　　　19区　　　11日（火）
〃　　　20区　　　12日（水）
〃　　　21区　　　13日（木）

役場２階会議室　　全地区　　　14日（金）
〃　　全地区　　　17日（月）

�������９：00～11：30、13：00～15：30

　申告受付簿の記載時間は、今年から８：30～15：
30となりました。皆さんのご協力をお願いします。
　また農業所得を含めたすべての事業所得の計算
方法が収支計算となったため、申告時間が長引くこ
とが予想されます。事業所得がある人は、ご自身で
計算された上で申告会場にお越しください。
　給与所得者で還付申告をする人は、税務署で申告
した方が待ち時間が少ないです。
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���２月１日～３月17日（土・日曜、祝日を除く）

���岩手日報ビル３階大ホール

���９：00～16：00

※駐車台数が非常に限られています。車でおいでの

　場合は、最寄りの有料駐車場をご利用いただくな

　ど、ご理解とご協力をお願いします。

�������一関税務署個人課税部門　�23-4205
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